
 

 

 

 

 

熊 本 労 働 局 発 表  

（局長 德田 剛） 
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熊本労働局及び管内の労働基準監督署に熊本地震に伴う震災関連  
相談窓口を開設しました 

熊本労働局は、平成 28 年熊本地震に伴い、労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償

等に関する震災関連相談窓口を熊本労働局及び管内の全労働基準監督署に開設しました。 

 震災関連相談窓口では、  

  ○ 労働条件や労務管理に関する相談  

  ○ 復旧工事の計画など、健康・安全に関する相談 

  ○ 労働保険料の納期限等に関する相談 

  ○ 労災補償給付等に関する相談 

 などについて受け付けます。  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【照会先】 

熊本労働局   

雇用環境・均等室  室    長    松永  涼子  

             室長補佐   平島  輝代  

（電話）  ０９６－３５２－３８６５ 

労働基準部監督課  課   長    越智  郁男  

             主任監察監督官 松  尾  勲  

（電話） ０９６－３５５－３１８１ 
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厚生労働省 

熊本労働局 

【窓口案内】  
  熊本労働局雇用環境・均等室  

〒860-8514 熊本市西区春日２-10-１熊本地方合同庁舎 A 棟９階 
Tel：096-352-3865   

   
熊本労働基準監督署  
〒862-8688 熊本市中央区大江３-１-53 (熊本第２合同庁舎) Tel:096-362-7100 

   
八代労働基準監督署  
〒866-0852 八代市大手町２-３-11             Tel:0965-32-3151  

   
玉名労働基準監督署  
〒865-0016 玉名市岩崎 273 (玉名合同庁舎)         Tel:0968-73-4411  

   
人吉労働基準監督署  
〒868-0014 人吉市下薩摩瀬町 1602-１           Tel:0966-22-5151 

   
天草労働基準監督署  
〒863-0050 天草市丸尾町 16-48              Tel:0969-23-2266 

  
菊池労働基準監督署  
〒861-1306 菊池市大琳寺 236-４             Tel:0968-25-3136  



【参考】  

 ○労働条件関係 

 ・賃金や解雇などの労働条件について、使用者が守らなければならないことを Q＆A

にまとめました  

   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122746.html  

 

・倒産等による未払賃金の立替払制度について、申請手続きの簡略化を行っています 

    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122751.html  

 

 

○安全衛生関係  

・災害復旧作業を行う方々に対し、作業を安全に行うための防じんマスクなどを無償

配布します（被災した方や復旧作業を行う方の安全・健康対策）  

    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122708.html  

   

 

○労働保険関係  

 ・熊本県内の事業場の労働保険料の申告期限・納期限を一律に延長します 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122705.html  

   

 

○労災補償関係  

・労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明書がなくても受け付けます 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121837.html  

 

・労災年金等の預金通帳・証書・届出印等を紛失した場合でも支払いを行います 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122098.html  

 

・健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、

義肢等補装具がき損等した場合は、修理費用・購入費用を支給します 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122518.html  

   

 

○中小企業退職金共済制度及び勤労者財産形成持家融資制度、労働金庫関係  

 ・中小企業退職金共済について、請求書等の再発行、掛け金の納付延長ができます 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121839.html  

 

 ・勤労者財産形成持家融資について、返済猶予が受けられます 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121840.html  

 

 ・預金通帳・証書・届出印を紛失した場合でも支払いを行います 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121841.html  
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